
2022年度第2回関東地区研究会

関東地区研究会×学会20周年記念事業
「縁側ダイアローグ～これからの多文化関係学～」

話題提供：
「第1章 多文化関係学的アプローチの意義とその展開
～20 周年現在からの批判的考察と提言～」の要諦

話題提供者：石黒武人（立教大学）
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話題提供の流れ
・第1章の概要

・第1章における論述の手順：二重奏形式

・パートI「多文化社会としての日本」（久米昭元先生）の要約：その力点と意義

・パートIの考察：新たな射程とコトバの再考

・パートII「多文化関係学へのアプローチ」（松田陽子先生）の要約：三つの視座

・パートIIの考察：関係性を捉える視点の拡張

・パートIII「多文化関係研究と方法論」（抱井尚子先生）の要約：プラグマティックな立場

・パートIIIの考察：相互協力と新たなパラダイムの試用

・結語「多文化関係学会のこれから」：多様域間における相互の交流・学習・支援
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第1章：「多文化関係学的アプローチの意義とその展開：
20周年現在からの批判的考察と提言」

概要：2011年9月17日に発行された多文化
関係学会の10周年記念出版図書『多文化
社会日本の課題：多文化関係学からのアプ
ローチ』（多文化関係学会（編）, 明石書店）
の序論で提示された多文化関係学的アプ
ローチについて、2022年時点の学術的・社
会的コンテクストを踏まえ批判的に考察し、
今後の展開に向けて提言を試みた論考。
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対象とした
テクスト（3つのパート）の位置づけ：
１）多文関係学を牽引してこられた3名の本学会会長
経験者（久米先生、松田先生、抱井先生）によって書
かれたもの

２）学会発足10周年における多文化関係学の目的、
射程、理論的・方法論的視座を示したもの

⇒これまで、そして、これからの多文化関係学のあり
方を考察する対象として極めて重要かつ適切なテクス
トの１つ
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第1章における論述の手順：
二重奏形式

各パートの要約とその考察を交互に提示
する二重奏形式で論じ、それを３つのパー
トで繰り返す。

最後に、総合考察として、多文化関係学
的アプローチの意義と多文化関係研究の
これからについて提言を整理した。
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パートI「多文化社会としての日本」
（久米昭元先生）の要約：その力点と意義

多文化関係学的視点：

関連する多領域の知見を援用し、多文化間の関係を捉え
ることを目指す多文化関係学の視点

多文化関係学の定義：

「地球社会における多様な文化間の相互作用とそこから生
じるさまざまな問題や課題に対して多面的かつ動的に考察
し、それぞれの社会において文化的背景を異にする人々
が互いにとって望ましい関係性を構築するための方途を探
究する新しい研究分野」（久米, 2011, p. 9）
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多文化関係学的アプローチによる日本の多
面的分析→多文化関係研究の必要性

多文化社
会日本の
課題

歴史学

的視点

社会学

的視点

（同化主義‐
多文化主義）

文化横断性
の視点

太平洋戦争時の自文化（自国；国家）中心主
義的思想⇒国内外の戦死者数の増大⇒戦争
に対する考究、教育が不十分（→より多面（国
際）的な視点による関係性理解を示唆）

「単一民族神話」「日本人論」；自民族
集団の優位性を担保するイデオロギー

政府の同化主義的政策⇔多文化主義
政策⇒さまざまな社会集団の立場性・
利害関係も絡む複雑な問題状況（と問
題解決に必要なさまざまな関係性への
理解を示唆）

「一つの文化だけでなく、複数の文化に影
響を受けているとし、そのような個人が互
いに他者の異質性・多様性を受け入れつ
つ関わっていくという考え方」

⇒「多文化共生」という旗印の下、多様な
人びとのアイデンティティに寄り添う支援
を実現しようと、政府、自治体、NPOなど

による活動の活発化⇔それに対する反感
や対抗する動き；複雑な現状（さまざまな
文化が交錯している個人に焦点を当てた
複雑な関係性への理解を示唆）

多文化関係研究
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パートIの考察（１）：研究の射程
「多文化社会としての日本」という見方

国内の多様性を可視化し、多様な文化間の関係性を研究する視座を担保するうえで重要。

この視座により、先住民族の人びととその文化のように、国によっては比較的見えづらい
立場に置かれた人びととその文化を捉える姿勢を促し、多文化関係という枠組みに包摂さ
れる「文化」をより多様なものとすることができる。

日本を「多文化社会」として捉えることによって、結果的には、世界のさまざまな社会におけ
る多様な文化にアクセスする視点を得られる。

文化横断性という視点による個人に介在する多様な文化へアクセスする視点の提示。

⇒「多文化社会日本」という見方に基礎づけられた多文化関係学は、国民国家、社会集団
という枠組みの影で見えづらくなってしまう文化間の関係性と動態をその射程に収める形
で多文化関係の研究を文脈化、推奨していると評価できる。
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パートIの考察（２）：2022年のコンテクストから見た
研究の射程とコトバの再考

・社会状況の変化：パンデミック⇒

多文化間の分断の顕在化＋デジタル空間の前景化⇒多文化関係とは？

グローバルとローカルな動きのせめぎあい、デジタルツールを媒介すること
による制約と可能性、アバターによる関係形成といった新たな事態

・学問的な展開：マルチスピーシーズ人類学等による脱人間中心主義の視
点⇒コトバを定義する起点を人間に限らず、他の存在（ノン・ヒューマン）に変
える、という視点もその問い直しの一つである。

新たな事態、新たな視点によるコトバの問い直し：課題解決を志向し、多様
な専門分野の研究者が相互に議論を重ねることで、問題状況を捉える新し
いコトバの創発的生成の可能性
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パートII「多文化関係学へのアプローチ」
（松田陽子先生）の要約：三つの視座

多文化関
係学的ア
プローチ

複合的アプ
ローチ

差異の根底
にある

共通項の

探求

文化間の

相互作用を

捉える視座

「関係性を見る軸を、二項対立的な視点で
はなく、多面的・重層的・複眼的・通時的に
することで、動的で多面的な関係性を捉え
ようとする」（松田, 2011, p. 18）

差異を理解するだけでは解決に
至らないこともある。そのため、文
化間の共通項とそれが伴う共有
できる心情・目標、ならびにそれ
ぞれが得られるメリットを見出し、
お互いが妥協できる点を同定し、
従来とは異なる新しい解決方法を
提示できる。

相互作用、相互変容では、
短期的には、コンフリクトが
生じ、さまざまな問題が起
き、効率性が落ちる一方で、
長期的には、新たなシナ
ジー（相乗）効果とったプラ
スの影響が生じるという可
能性があるため、動的な相
互作用に着目し、多文化
シナジーを解明する研究
が望まれる。相互作用に
介在するパワー関係を固
定的ではなく、流動的に捉
える必要性がある。
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パートIIの考察：関係性を捉える視点の拡張
～アクターネットワーク理論（ANT）の視点～

多文化関係学における関係性を捉える射程が10周年記念を迎えた段階で
は、人間を中心にした比較的狭いものとして提示された可能性がある。

多文化の関係性を考究するうえで、関係性に差をもたらすアクターとして
何を想定できるかを、「文化」と「人」に限定されない、より広い観点から、
多面的に考察する視点が求められている。

ラトゥール（2019）は、ANTの見方として、モノ・人工物を起点に人を含めた
異種混交的な要素の連関（アソシエーション）、つまり、関係性を捉え、人
間もその一部で意味を成すという。また、そうした関係性を構成する諸要素
の意味は所与のものというよりは、関係性のなかで意味が変化していくと
説明する。
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パートIII「多文化関係研究と方法論」（抱井尚子先生）の要約
多文化関係研究における方法論的アプローチの4つの特徴～

１）1つの研究のなかに、歴史学、社会学、心理学、言語学といった複数の分野の視
点が重層的に交差している。

２）多文化関係学の鍵概念である文化を所与ものとして扱わず、社会的相互作用の
過程において変化する動的なものとして捉える。

３）本質主義に依拠した「男性／女性」といった関係性を二元論的に捉える構図に対し
て慎重であり、対立軸のなかで動的に生成される権力の構造をより微細に捉える必
要性を、周縁化された人びとの権利の要求であるアイデンティティ・ポリティックスを視
野に入れている。☆ただし、「研究の目的や対象によっては文化本質主義的立場を採
用することを否定しない柔軟性も必要」（抱井, 2011, p. 30）である。→第11章

４）一つの研究で常に複数の世界観、つまり方法論に依拠するということではなく、方
法論の多様性を重視し、研究の目的によって、いずれかを選択したり、相互補完的に
用いたりする。
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パートIIIの考察：多領域の研究者間
の相互協力と新たなパラダイムの試用

・諸学問では、ある現象を研究する際に、研究者が意識しているして
いないに関わらず、研究の構えがあり、ある一定範囲内の問題・課
題や要因に着目し、その要因を明らかにする研究方法、結果の提示
法や記述スタイルにもパターンがある。

・それぞれを構えを踏まえ、現象に多面的にアプローチするために、
研究者間、研究者・実践者間の協力が必要。

その際、新しいパラダイムの試用に対しても積極的であっていい。
例）文化の研究におけるANT（非還元の原理）の援用。

13



結語「多文化関係学会のこれから」：
多領域間における相互の交流・学習・支援

多領域間の

相互交流

多領域間の

相互学習・支援

多文化関係学的

アプローチによる

研究の構想

図１：多文化関係学的アプローチの土台としての相互交流・学習・支援（石黒, 2022, p. 35)

・多領域の研究者・実践者が集う「パーク（公園）」（渡辺文夫先生）
・「ホラロジーの会」（初代会長・石井米雄先生） 例：若かりし岡部先生のご発表→文化の系譜学的考察
・学術委員会の企画によって20周年記念事業で実施された年次大会での数々の対話的試み
→これからの試み？ ※代表的な成功研究事例を会員間で共有していく等
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